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東通中学校多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等改修事業に係る公募型プロポーザルに

ついて 

 

 当村が計画している東通中学校多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等改修について、経済的及び効率的

に整備を行うために、設計・施工後、事業期間中において本施設の維持管理（一部）

を実施する方式（リース方式）による施工事業者を選定するにあたりプロポーザル

を実施する。 

 別添「東通中学校多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等改修業務説明書」に基づく改修が可能であり、

プロポーザルの提出について参加を希望する者は、次のとおり関係書類を作成のう

え、参加表明書を提出すること。 

 

１ 業務の概要等 

（１）業務名 東通中学校多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等改修事業 

（２）事業の目的 

  村が所有する東通中学校の多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等をリース契約により整備改修し、維

持管理（一部）を行う。 

（３）事業の内容 

提案が採用された事業者は、その提案を基に、調査・設計・施工した多目的ｸﾞﾗ

ｳﾝﾄﾞ等の維持管理（一部）を実施し、村にリースする。 

（４）業務の範囲 

事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

  （４）－１ 測量・現地調査及びその関連業務 

  （４）－２ 設計及びその関連業務 

  （４）－３ 改修及びその関連業務 

  （４）－４ 工事監理業務 

  （４）－５ 関係機関等への手続き及びその関連業務  

  （４）－６ １５年間のリース業務及び維持管理業務  

    

（５）募集方法 

  公募型プロポーザル方式による 

（６）募集する内容 

  リース契約にあたり、次の項目について提案を募集する。  

  （６）－１ 設計・改修の計画案 

  （６）－２ 維持管理の内容 
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  （６）－３ リース契約金額（リース料） 

 

（７）多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等の引渡し 

  履行期限は、令和６年８月３０日(金)とする。 

（８）多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ等リース内容について 

  事業約 1 年間、維持管理１４年間で算出する。 

（９）事業の基本条件 

  （９）－１ リース期間：供用開始の日から１５年間とする。 

  （９）－２ 施設整備内容：施設整備についての詳細は、「業務説明書」を参照 

とする。 

  （９）－３ 維持管理：法定点検を必要とするものについては、必ず実施する  

こと。その他の維持管理業務については、事業者の提案による。  

  （９）－４ 官庁諸手続：事業に当たっての官庁その他への手続及びこれに要  

する費用は、事業者の負担とする。  

  （９）－５ リスク分担：リスク分担については、「業務説明書７．リスク分担 

表」を参照すること。「業務説明書７．リスク分担表」に定められて

いないリスクについては、双方の協議により定めるものとする。  

  （９）－６ 敷地所在地：下北郡東通村砂子又地内 

村所有法定外公共物 

  （９）－７ 敷地の概要：敷地面積 約１９，９４０㎡ 

        (現東通中学校多目的グラウンド敷地) 

     

２ 参加資格 

２－１ 令和 5,6 年度建設工事入札参加資格審査申請書を当村が受理した者、又

は、プロポーザル参加表明書提出期限までに、建設工事入札参加資格審査

申請書を当村が受理した者であること。 

２－２ 建物のリース業を営む者であること。 

 

２－３ 建築士法第２３条に基づく一級建築士事務所登録簿に登録された者であ

ること。 

 ２－４ 建設業法第３条第１項の規定に基づき、土木一式工事につき特定建設業

の許可を受けている者であること。  

 ２－５ 地方自治法施行令第１６７条の４に規定する者に該当しない者であるこ

と。 
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 ２－６ 東通村建設工事請負契約に係る指名停止措置要綱に基づく入札参加資格  

停止措置を参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に受け 

ていない者であること。 

 ２－７ 参加表明書の提出時に、会社更生法第１７条の規定による更生手続開始

の申立て又は民事再生法第２１条の規定による再生手続開始の申立てがな

されていないものであること。 

 ２－８ 最近１年間の法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ない者であること。 

 

３ プロポーザルの参加表明 

   プロポーザルに参加しようとする者は、「参加表明書（様式１）」を提出する

こととし、次の書類を添付すること。  

   尚、参加を辞退しようとする者は、「参加辞退届（様式９）」を提出すること。  

・ 会社案内 

・ 財務諸表（直近１年分） 

・ 法人税、法人住民税、消費税及び地方消費税の納税証明書（直近１年分） 

・ 公共施設等の土木・公園工事で設計、施工、リース契約実績（様式４） 

 

４ 参加に関する留意事項 

 ４－１ 提案に関し必要な費用は、応募者の負担とする。 

 ４－２ 応募者は、１つの提案しかできない。  

 ４－３ 提案に際して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨

は円を使用することとする。 

 ４－４ 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案書を無効とする。  

 ４－５ 提示した業務規模と大きくかけ離れているか、または提案内容に対して

見積が不適切な場合には提案書を無効とする。 

 ４－６ 提案書に記載した設計者及び工事監理者は、原則として変更できない。

ただし、病気、死亡、退職等のやむを得ない理由により変更を行う場合、  

同等以上の資格と経験を有する技術者をもってあてる場合は、あらかじめ

村の承諾を得なければならない。 

 ４－７ 全般的な留意事項として、専門的な知識を持たない者でも理解できるよ

うに、極力専門用語を使用せず、平易な表現で記載すること。   

 ４－８ 提案書は返却しない。なお、提案書は参加者に無断で使用しない。  

４－９ 提出された書類は、選定及び特定を行う作業に必要な範囲において、事
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務局にて複製を作成する。 

４－10 成果品の著作権は東通村に帰属する。 

４－11 決定事業者の提案については、基本協定締結後に双方協議により調整す

るものとする。 

４－12 その他詳細は業務説明書による。 

 

５ プロポーザルの手続き等 

 ５－１ 【担当部局】 東通村教育委員会 

        〒039-4292 

        青森県下北郡東通村大字砂子又字沢内 5 番地 34 

        電話 ０１７５－２７－２１１１（代表） 

         FAX ０１７５－２７－２１３０ 

 ５－２ プロポーザルにかかる資料の交付方法 

  【期間】 

    令和５年９月２２日（金）から 

  【場所】 

    東通村ホームページ 

  【方法】 

    ホームページからのダウンロード  

５－３ 参加表明書の受付期間並びに提出場所及び提出方法 

  【期間】 

    令和５年９月２２日（金）から令和５年１０月２日（月）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く毎日午前８時３０分から午後５時００分まで 

  【場所】 

    担当部局に同じ 

  【提出方法】 

    持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。締切日必着）

により、必要書類を添えて提出すること。  

 ５－４ 質問書の受付期限並びに提出場所及び方法   

【期限】 

    令和５年１０月３日（火）から令和５年１０月１３日（金） 

午後５時００分必着 

  【場所】 

    担当部局に同じ 
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  【提出方法】 

    質問は文書をもって行い、質問書（様式８）を提出すること。（ＦＡＸ可） 

  【回答方法】 

    随時メールにて回答いたします。  

 ５－５ 提案書の受付期限並びに提出場所及び方法 

  【期限】 

    令和５年１０月２７日（金）午後５時００分必着 

  【場所】 

    担当部局に同じ 

  【提出方法】 

    持参又は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。締切日必着）

により、必要書類を添えて提出すること。  

 ５－６ プレゼンテーションの実施 

  【実施日時等】 

令和５年１１月上旬予定（日時、場所等については、後日連絡します。） 

    ※ プレゼンテーションはパワーポイント等によって行うこと。 

    ※ 当日、パワーポイント等によって説明を行なう場合は、スライドの紙

ベース資料を１０部、ノートパソコンを持参すること。 

    ※ プロジェクターとスクリーンは開催場所にて用意します。 

    ※ 出席は１事業者３名以内とします。 

    ※ 所要時間は、１事業者３０分（説明２０分、質疑応答１０分）とする。 

 ５－７ 審査結果 

       審査会において審査を行い、提案内容を総合的に審査し、最も優れている

と考えられる提案を選定する。 

 ５－８ 審査結果の公表 

  【公表日時】 

令和５年１１月末予定 

    審査会の選定後、提案者に対して文書にて通知する。なお、選定結果に対

する異議等は一切受付しないものとする。  

６ 契約等について 

 ６－１ 決定事業者と速やかに基本協定を締結し、設計終了後に事業者と正式契

約を締結する。 


